
 

2020年4月24日

お取引先各位

緊急事態宣言発令に伴う弊社の対応について

拝啓　まず新型コロナウイルスに罹患された皆様、生活、事業に大きな影響を受けられた皆様に

心よりお見舞い申し上げます。

　さて、弊社では「緊急事態宣言」の発令を踏まえ、政府、地方自治体からの要請に応える取り組み

として、社内外への感染拡大防止を目的に下記対応を実施することに致しました。

　つきましては、皆様にご不便をお掛けしますが、諸般の事情をご理解賜りたく、ご協力いただけます

ようお願い申し上げます。

　今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

□　対応内容　

　　4月20日から弊社全営業担当者と業務担当者一部の在宅勤務実施。　　　

　　4月27日から営業時間を平日9：00～15：00とさせていただきます。

　　・営業時間外の電話は留守電対応となります。

　　・注文書及び問合せ等はＦＡＸ、メール（専用アドレス：info@neocut.jp）にて承ります

　　・お急ぎの問合せ等は、直接弊社営業担当者へお願いします。

　　・納品書、請求書の発行及びお支払い業務は通常通り実施します。

□　期間

　　2020年4月20日から「緊急事態宣言」終了まで

以上
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　緊急事態宣言発令の影響で配達先が「休業」で納品できなかった場合は、

  現在「一時保管対応不可」の為「返送料」が発生しますのでご了承下さい。

  御発注の際に荷受け先様が営業されているかの確認をお願い致します。

新型コロナウイルスの影響による発送対応について


